
  様
式
第

13
号
の
２
（
第

24
条
の
２
の
３
第
１
項
関
係
）
 

  

決
議
は
、
上
記
委
員
の
５
分
の
４
以
上
の
多
数
に
よ
る
議
決
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
委
員
会
の
委
員
の
半
数
に
つ
い
て
任
期
を
定
め
て
指
名
し
た
労
働
組
合
（
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
）
の
名
称
（

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

又
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
職
名
（
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
）
氏
名
（

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
）
 

 
委
員
会
の
委
員
の
半
数
に
つ
い
て
任
期
を
定
め
て
指
名
し
た
者
（
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
場
合
）
の
選
出
方
法
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

上
記
委
員
会
の
委
員
の
半
数
に
つ
い
て
任
期
を
定
め
て
指
名
し
た
労
働
組
合
が
事
業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
で
あ
る
又
は
上
記
委
員
会
の
委
員
の
半
数
に
つ
い
て
任
期
を
定
め
て
指
名
し
た
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
事

業
場
の
全
て
の
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 
  ☐

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

上
記
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
が
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る

手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

 
 ☐

（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

上
記
委
員
会
の
委
員
の
半
数
が
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
指
名
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
 
 
 
 
 
 
 

 ☐
（
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
要
チ
ェ
ッ
ク
）
 

年
 
 

 
 
月

 
 
 

 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
保
険
番
号
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
都
道
府
県
 

 所
掌
    管

轄
           

 
 

 基
幹
番
号

         
     

 
 枝

番
号
       

 被
一
括
事
業
場
番
号
 

法
人
番
号
 

 

事
業
の
種
類
 

事
業
の
名
称
 

事
業
の
所
在
地
（
電
話
番
号
）
 

常
時
使
用
す
る
労
働
者
数
 

決
議
の
有
効
期
間
 

 
 

（
〒
 
 
 
 
―
 
 
 
 
 
）
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（
電
話
番
号
：

 
 

 
－

 
 
 
 
－

 
 
 
 
）
 

 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら

 
 

年
 
 
 
 
月

 
 
 
 
日
ま
で
 
 

業
務
の
内
容
 

労
働
者
の
範
囲
（
職
務
経
験
年
数
、
職
能
資
格
等
）
 

労
働
者
数
 
 
 
 
 
 

決
議
で
定
め
る
１
日
の
み
な
し
労
働
時
間

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

労
働
者
の
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
 

（
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
）
 

労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
の
把
握
方
法

 
 

労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
し
て
講
ず
る
措
置
 

 

労
働
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
及
び
同
意
を
し
な
か
つ
た
労
働
者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
決
議
の
有
無
 

有
・
無
 

同
意
の
撤
回
に
関
す
る
手
続
 

 

対
象
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
評
価
制
度
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
賃
金
制
度
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
労
使
委
員
会
に
対
し
、
当
該
変
更
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
決
議
の
有
無
 

有
・
無
 

労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
並
び
に
労
働
者
の
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
実
施
状
況
、
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
並
び
に
同
意
及
び
そ
の
撤
回
に
関
す
る
労
働
者
ご
と
の
記
録
を
決
議
の
有
効

期
間
中
及
び
当
該
有
効
期
間
の
満
了
後
３
年
間
保
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
議
の
有
無
 

有
・
無
 

決
議
の
成
立
年
月
日

 
 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時
間
外
労
働
に
関
す
る
協
定
の
届
出
年
月
日

 
 
 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

委
員
会
の
委
員
数
 

運
営
規
程
 

規
程
の
有
無
 

（
右
欄
に
掲
げ
る
事
項
が
運
営
規
程
に
含
ま

れ
る
場
合
に
、「

有
」
を
○
で
囲
む
こ
と
。
）
 ・

招
集
、
定
足
数
及
び
議
事
に
関
す
る
事
項
 

・
対
象
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
評
価
制
度
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
賃
金
制
度
の
内
容
の
使
用
者
か
ら
の
説
明
に
関
す
る
事
項
 

・
制
度
の
趣
旨
に
沿
つ
た
適
正
な
運
用
の
確
保
に
関
す
る
事
項
 

・
開
催
頻
度
を
６
箇
月
以
内
ご
と
に
１
回
と
す
る
こ
と
 

運
営
規
程
に
つ

い
て
の
委
員
会

の
同
意
の
有
無
 

 
有
・
無
 

有
・
無
 

任
期
を
定
め
て
指
名
さ
れ
た
労
働
者
側
委
員
 

そ
の
他
の
委
員
 

氏
名
 

任
期
 

氏
名
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労
働
基
準
監
督
署
長
殿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
名

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
使
用
者

 

企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
に
関
す
る
決
議
届

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  様
式
第

13
号
の
２
（
第

24
条
の
２
の
３
第
１
項
関
係
）
（
裏
面
）
 

 記
載
心
得
 

 
１

 
「
業
務
の
内
容
」
の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
業
務
と
し
て
決
議
し
た
業
務
の
内
容
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。
当
該
業
務
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
、
立
案
、
調
査
及
び
分

析
の
業
務
で
あ
つ
て
、
そ
の
遂
行
の
手
段
及
び
時
間
配
分
の
決
定
等
に
関
し
使
用
者
が
具
体
的
な
指
示
を
し
な
い
こ
と
と
す
る
業
務
で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

 

 
２

 
「
労
働
者
の
範
囲
（
職
務
経
験
年
数
、
職
能
資
格
等
）」

の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
労
働
者
の
範
囲
に
つ
い
て
、
必
要
と
さ
れ
る
職
務
経
験
年
数
、
職
能
資
格
等
を
、
「
業
務
の
内
容
」
の
欄
に
記
入
し
た
業
務
の
内

容
ご
と
に
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
３

 
「
決
議
で
定
め
る
１
日
の
み
な
し
労
働
時
間
」
の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
対
象
労
働
者
の
労
働
時
間
と
し
て
算
定
さ
れ
る
時
間
を
記
入
す
る
こ
と
。

 

４
 
「
労
働
者
の
健
康
及
び
福
祉
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
」
の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
措
置
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
以
下
の
番
号
か
ら
選
択
し
て
記
入
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
（
 
 
）
内
に

記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
い
ず
れ
の
番
号
に
も
該
当
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
は
、
番
号
は
記
入
せ
ず
に
（

 
 
）
内
に
具
体
的
内
容
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
健
康
・
福
祉
確
保
措
置
を
決
議
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
①
～
④
の
中
か
ら
１
つ
以
上
、
か
つ
⑤

～
⑩
の
中
か
ら
１
つ
以
上
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
複
数
の
措
置
を
決
議
し
た
場
合
に
は
い
ず
れ
の
措
置
に
つ
い
て
も
記
入
す
る
こ
と
。
 

①
 
終
業
か
ら
始
業
ま
で
に
一
定
時
間
以
上
の
継
続
し
た
休
息
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。
 

②
 
労
働
基
準
法
第

37
条
第
４
項
に
規
定
す
る
時
刻
の
間
に
お
い
て
労
働
さ
せ
る
回
数
を
１
箇
月
に
つ
い
て
一
定
回
数
以
内
と
す
る
こ
と
。
 

③
 
把
握
し
た
労
働
時
間
が
一
定
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
と
す
る
こ
と
及
び
当
該
時
間
を
超
え
た
と
き
は
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
１
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
 

④
 
働
き
過
ぎ
の
防
止
の
観
点
か
ら
、
年
次
有
給
休
暇
に
つ
い
て
ま
と
ま
つ
た
日
数
連
続
し
て
取
得
す
る
こ
と
を
含
め
て
そ
の
取
得
を
促
進
す
る
こ
と
。
 

⑤
 
把
握
し
た
労
働
時
間
が
一
定
時
間
を
超
え
る
対
象
労
働
者
に
対
し
、
医
師
に
よ
る
面
接
指
導
（
問
診
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
心
身
の
状
況
を
把
握
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
面
接
に
よ
り
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
労
働
安
全
衛
生
法
第

66
条
の
８

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
面
接
指
導
を
除
く
。
）
を
行
う
こ
と
。
 

⑥
 
把
握
し
た
対
象
労
働
者
の
勤
務
状
況
（
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
労
働
時
間
の
状
況
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
健
康
状
態
に
応
じ
て
、
代
償
休
日
又
は
特
別
な
休
暇
を
付
与
す
る
こ
と
。
 

⑦
 
把
握
し
た
対
象
労
働
者
の
勤
務
状
況
及
び
そ
の
健
康
状
態
に
応
じ
て
、
健
康
診
断
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

⑧
 
心
と
か
ら
だ
の
健
康
問
題
に
つ
い
て
の
相
談
窓
口
を
設
置
す
る
こ
と
。
 

⑨
 
把
握
し
た
対
象
労
働
者
の
勤
務
状
況
及
び
そ
の
健
康
状
態
に
配
慮
し
、
必
要
な
場
合
に
は
適
切
な
部
署
に
配
置
転
換
を
す
る
こ
と
。
 

⑩
 
働
き
過
ぎ
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
の
観
点
か
ら
、
必
要
に
応
じ
て
、
産
業
医
等
に
よ
る
助
言
・
指
導
を
受
け
、
又
は
対
象
労
働
者
に
産
業
医
等
に
よ
る
保
健
指
導
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。
 
 

５
 
「
労
働
者
の
労
働
時
間
の
状
況
の
把
握
方
法
」
の
欄
に
は
、
労
働
時
間
の
状
況
の
把
握
方
法
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
６

 
「
労
働
者
か
ら
の
苦
情
の
処
理
に
関
し
て
講
ず
る
措
置
」
の
欄
に
は
、
苦
情
の
申
出
の
窓
口
及
び
担
当
者
、
取
り
扱
う
苦
情
の
範
囲
、
処
理
の
手
順
・
方
法
等
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
７

 
「
同
意
の
撤
回
に
関
す
る
手
続
」
の
欄
に
は
、
撤
回
の
申
出
先
と
な
る
部
署
及
び
担
当
者
、
撤
回
の
申
出
の
方
法
等
を
具
体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
８

 
「
時
間
外
労
働
に
関
す
る
協
定
の
届
出
年
月
日
」
に
は
、
当
該
事
業
場
に
お
け
る
時
間
外
労
働
に
関
す
る
協
定
の
届
出
の
年
月
日
（
届
出
を
し
て
い
な
い
場
合
は
そ
の
予
定
年
月
日
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
「
決
議
で
定
め
る
１
日
の
み
な
し
労
働
時

間
」
が
労
働
基
準
法
第

32
条
又
は
第

40
条
の
労
働
時
間
を
超
え
な
い
場
合
に
は
記
入
を
要
し
な
い
こ
と
。
 

９
 
労
使
委
員
会
の
運
営
規
程
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
招
集
に
関
す
る
事
項
と
し
て
労
働
基
準
法
第

3
8
条
の
４
第
１
項
の
決
議
の
調
査
審
議
の
た
め
の
委
員
会
、
同
項
の
決
議
に
係
る
有
効
期
間
中
に
お
け
る
制
度
の
運
用
状
況
の
調
査
審
議
の
た
め
の
委
員

会
等
定
例
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
委
員
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
及
び
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
る
委
員
会
の
開
催
に
関
す
る
こ
と
を
、
議
事
に
関
す
る
事
項
と
し
て
議
長
の
選
出
に
関
す
る
こ
と
及
び
決
議
の
方
法
に
関
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
す

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
制
度
の
趣
旨
に
沿
つ
た
適
正
な
運
用
の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
制
度
の
実
施
状
況
の
把
握
の
頻
度
や
方
法
を
運
営
規
程
に
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

な
お
、
使
用
者
が
開
示
す
べ
き
情
報
の
範
囲
、
開
示
手
続
、
開
示
が
行
わ
れ
る
労
使
委
員
会
の
開
催
時
期
等
必
要
な
事
項
を
運
営
規
程
で
定
め
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

1
0 

「
任
期
を
定
め
て
指
名
さ
れ
た
労
働
者
側
委
員
」
の
欄
に
は
、
労
働
基
準
法
第

38
条
の
４
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合

が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
に
任
期
を
定
め
て
指
名
さ
れ
た
委
員
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
は
、
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
基
準
法
第

41

条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
同
法
に
規
定
す
る
協
定
等
を
す
る
者
を
選
出
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
実
施
さ
れ
る
投
票
、
挙
手
等
の
方
法
に
よ
る
手
続
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
使
用
者
の
意
向
に

基
づ
き
選
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
委
員
会
の
委
員
の
半
数
（
労
働
者
側
委
員
）
が
、
労
働
基
準
法
第

41
条
第
２
号
に
規
定
す
る
監
督
又
は
管
理
の
地
位
に
あ
る
者
で
な
く
、
か
つ
、
使
用
者
の
意
向
に
基
づ
き
指
名
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
。
こ
れ
ら

の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
有
効
な
決
議
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
、
当
該
要
件
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
チ
ェ
ッ
ク
が
な
い
場
合
に
は
、
届
出
の
形
式
上
の
要
件
に
適
合
し
て
い
な

い
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。

 


